
令和７年度 産業・情報技術等指導者養成事業 

受講案内 

 

教科（水産：Ｄ－１） 

 

１．研修期間  令和７年８月１９日（火） ～ 令和７年８月２２日（金） 

 

２．研修日程  別添１のとおり 

 

３．講師一覧  別添２のとおり 

 

４．会 場  神奈川県立海洋科学高等学校 

        〒２４０－０１０１ 

         神奈川県横須賀市長坂１－２－１ 

         電話：０４６－８５６－３１２８ ＦＡＸ０４６－８５７－６４５７ 

         連絡先：委託団体…海文堂出版 担当：臣永（とみなが） 

                     研修期間前： ０３－３８１５－３２９４ 

                     研修期間中：０９０－９２３２－８７８６ 

 

５．研修初日の集合時間及び場所 

         ８月１９日（火） ８時００分～８時３０分（受付を行います） 

         神奈川県立海洋科学高等学校 北棟３階「無線通信実習室Ａ」前 

         本校正門前に受付場所までの案内図あり。本校の周辺（案内）図は別紙

のとおり。 

 

６．持参するもの 

   筆記用具、免許証・マイナンバーカード・住民票のいずれかのコピー 

 

７．宿泊について 

   宿泊の斡旋はしない。宿泊先は各自で確保すること。主に下記のホテルがある。ＪＲ

横須賀線「逗子」駅・京急線「逗子・葉山」駅の周辺、また京急線「三崎口」駅の周

辺にはホテルがない。京急線「横須賀中央」駅の周辺には数件のホテルがある。 

   ・「セントラルホテル」（京急線「横須賀中央」駅 徒歩 1分。046-827-1111） 

   ・「メルキュール横須賀」（京急線「汐入」駅 徒歩 1分（「横須賀中央」隣駅）。 

    046-821-1111） 

   ・「マホロバ・マインズ三浦」（「三浦海岸」駅 徒歩 7分（「三崎口」隣駅）。 

    046-889-8911） 

 

８．事前の準備について 

   本研修を受講するにあたり、下記の通り、事前の準備・手続きが必要になります。 

   受講者 各自で、手続きをお願いします。下記（1）～（3）は、7 月末までに完了し

ておいてください。 

 

 



（1）「DIPS2.0」アカウントの取得 

 「ドローン情報基盤システム 2.0（DIPS2.0）」ウェブサイトのトップ

ページ  https://www.ossportal.dips.mlit.go.jp/portal/top/ 

から、「ログイン・アカウント作成」画面へ進み、「個人の方のアカウン

ト解説」をクリック。以降のアカウント開設の流れは、別添 3「アカウ

ント開設」PDFを参照。 

 

（2）「技能証明申請者番号」の取得 

 別添 4「技能証明申請者番号の取得申請方法」PDFを参考に、「技能証明申請者番号」の

取得をお願いします。その際、本人確認が必要になります（マイナンバーカードがあると比

較的スムーズです）。また、下記の「講習機関コード」と「事務所コード」が必要になりま

す。 

 「講習機関コード」： 0545 

 「事務所コード」：  T0545001 

 

（3）「入学申請書」の記入・提出 

 「技能証明申請者番号」の取得が終わりましたら、別添 5「入学申請書」エクセルファイ

ルの記入（黄色の網掛け部分のみ）をお願いします。ファイル名は「入学申請書（学校名－

氏名）」にしてください。記入が終わりましたら、下記フォルダへ提出をお願いします。 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1-yVvNoPyTVBbRGZjg075lXwuPMhL-

3IL?usp=sharing 

 

 ※グーグルアドレスをお持ちでなくアクセスできない場合は、 

  下記メールアドレスにご提出ください。 

takahiro-harada@pen-kanagawa.ed.jp 

 

（4）免許証・マイナンバーカード・住民票のいずれかのコピーの用意 

 本人確認のため、免許証・マイナンバーカード・住民票のいずれかのコピーが必要となり

ます。8/19の受付時に、提出をお願いします。 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1-yVvNoPyTVBbRGZjg075lXwuPMhL-3IL?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-yVvNoPyTVBbRGZjg075lXwuPMhL-3IL?usp=sharing
mailto:takahiro-harada@pen-kanagawa.ed.jp




日　時

８月１９日

（火）

８月２０日

（水）

８月２１日

（木）

８月２２日

（金）

日　時

受　

付

開
講
式

8:00 9:00

休　

憩

10:00

学１：無人航
空機操縦者の
心得

11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00

休　

憩

昼　

食

休　

憩

休　

憩

学２：無人航
空機に関する
規則①

学２：無人航
空機に関する
規則②

学３：無人航
空機のシステ
ム①

実２：機体の
状 況、 操 縦
モード、バッ
テリーの確認

�実３：フェール
セーフ機能の適
切な設定、飛行
経路の設定、自
動飛行の設定

学３：無人航
空機のシステ
ム②

休　

憩

学３：無人航
空機のシステ
ム③

休　

憩

学３：
無人航
空機の
システ
ム④

実４：
基本
操縦
（手動）
①

昼　

食
�実４：基本操
縦（手動）②

休　

憩

�実６：
安全に
関わる
操作

�実７：
緊急時
の対応
①

休　

憩

実 1：飛
行計画、
リスク評
価結果及
び飛行環
境の確認

�実８：
飛行後
の記録、
報告①

学４：無人航
空機の操縦者
及び運航体制
①

休　

憩

学４：無人航
空機の操縦者
及び運航体制
②

休　

憩

学５：運航上
のリスク管理
①

昼　

食

学５：
運航上
のリス
ク管理
②

�実４：
基本
操縦
（手動）
③

休　

憩

�実４：基本操
縦（手動）④

休　

憩
�実４：基本操
縦（手動）⑤

筆記試験
（確認試験）
50 問

休　

憩
�実４：基本操
縦（手動）⑥

休　

憩

�実５：様々な
運航形態への
対応

昼　

食

�実７：
緊急時
の対応
②

�実８：
飛行後
の記録、
報告②

休　

憩
� 修了審査

休　

憩

閉
講
式

8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00

（別紙様式 1） 

令和７年度産業・情報技術等指導者養成事業日程 

 

（水産）                                    団体名 海文堂出版 

 

  日 時    9:00    10:00    11:00    12:00    13:00    14:00    15:00    16:00    17:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     実施会場：神奈川県立海洋科学高等学校（神奈川県横須賀市） 

 

（別紙様式 1） 

令和７年度産業・情報技術等指導者養成事業日程 

 

（水産）                                    団体名 海文堂出版 

 

  日 時    9:00    10:00    11:00    12:00    13:00    14:00    15:00    16:00    17:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     実施会場：神奈川県立海洋科学高等学校（神奈川県横須賀市） 

 

（別紙様式 1） 

令和７年度産業・情報技術等指導者養成事業日程 

 

（水産）                                    団体名 海文堂出版 

 

  日 時    9:00    10:00    11:00    12:00    13:00    14:00    15:00    16:00    17:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     実施会場：神奈川県立海洋科学高等学校（神奈川県横須賀市） 

 

（別紙様式 1） 

令和７年度産業・情報技術等指導者養成事業日程 

 

（水産）                                    団体名 海文堂出版 

 

  日 時    9:00    10:00    11:00    12:00    13:00    14:00    15:00    16:00    17:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     実施会場：神奈川県立海洋科学高等学校（神奈川県横須賀市） 

 

注　「学※：～」は「学科講習※：～」、「実※：～」は「実地講習※：～」の略



（別紙様式 2）  

団体名  海文堂出版  

         講   師   一  覧  

 

  氏   名     職    名     担  当  講  座  

原 田  貴 博  

 

神 奈 川 県 立 海 洋

科 学 高 等 学 校  

総 括 教 諭  

学 科 講 習 １ ： 無 人 航 空 機

操 縦 者 の 心 得  

 

  学 科 講 習 ２ ： 無 人 航 空 機

に 関 す る 規 則 ① ②  

  実 地 講 習 １ ： 飛 行 計 画 、

リ ス ク 評 価 結 果 及 び 飛 行

環 境 の 確 認  

  実 地 講 習 ２ ： 機 体 の 状 況

、 操 縦 モ ー ド 、 バ ッ テ リ

ー の 確 認  

 

 

 

 

実 地 講 習 ３ ： フ ェ ー ル セ

ー フ 機 能 の 適 切 な 設 定 、

飛 行 経 路 の 設 定 、 自 動 飛

行 の 設 定  

 

 

 実 地 講 習 ４ ： 基 本 操 縦 （

手 動 ） ① ② ③ ④ ⑤ ⑥  

 

 

 

 

実 地 講 習 ５ ： 様 々 な 運 航

形 態 へ の 対 応  

 

 

 

 

実 地 講 習 ６ ： 安 全 に 関 わ

る 操 作  

  実 地 講 習 ７ ： 緊 急 時 の 対

応 ① ②  

 

 

 

 

実 地 講 習 ８ ： 飛 行 後 の 記

録 、 報 告 ① ②  

小 池  真 純  

 

神 奈 川 県 立 海 洋

科 学 高 等 学 校  

総 括 教 諭  

学 科 講 習 ３ ： 無 人 航 空 機

の シ ス テ ム ① ② ③  

 

 

 

 

 

実 地 講 習 １ ： 飛行計画、

リスク評価結果及び飛行環

境の確 認  

 

 

 

 

実 地 講 習 ２ ： 機 体 の 状 況

、 操 縦 モ ー ド 、 バ ッ テ リ



  ー の 確 認  

  実 地 講 習 ３ ： フ ェ ー ル セ

ー フ 機 能 の 適 切 な 設 定 、

飛 行 経 路 の 設 定 、 自 動 飛

行 の 設 定  

  実 地 講 習 ４ ： 基 本 操 縦 （

手 動 ） ① ② ③ ④ ⑤ ⑥  

  実 地 講 習 ５ ： 様 々 な 運 航

形 態 へ の 対 応  

  実 地 講 習 ６ ： 安 全 に 関 わ

る 操 作  

  実 地 講 習 ７ ： 緊 急 時 の 対

応 ① ②  

  実 地 講 習 ８ ： 飛 行 後 の 記

録 、 報 告 ① ②  

木 村  有 昭  

 

神 奈 川 県 立 海 洋

科 学 高 等 学 校  

教 諭  

学 科 講 習 ４ ： 無人航空機

の操縦者及び運航体制①②  

  実 地 講 習 １ ： 飛 行 計 画 、

リ ス ク 評 価 結 果 及 び 飛 行

環 境 の 確 認  

  実 地 講 習 ２ ： 機 体 の 状 況

、 操 縦 モ ー ド 、 バ ッ テ リ

ー の 確 認  

  実 地 講 習 ３ ： フ ェ ー ル セ

ー フ 機 能 の 適 切 な 設 定 、

飛 行 経 路 の 設 定 、 自 動 飛

行 の 設 定  

  実 地 講 習 ４ ： 基 本 操 縦 （

手 動 ） ① ② ③ ④ ⑤ ⑥  

  実 地 講 習 ５ ： 様 々 な 運 航

形 態 へ の 対 応  

  実 地 講 習 ６ ： 安 全 に 関 わ

る 操 作  

  実 地 講 習 ７ ： 緊 急 時 の 対

応 ① ②  

  実 地 講 習 ８ ： 飛 行 後 の 記

録 、 報 告 ① ②  



竹内  竜登  神 奈 川 県 立 海 洋

科 学 高 等 学 校  

教諭  

学 科 講 習 ３ ： 無 人 航 空 機

の シ ス テ ム ④  

 

  学 科 講 習 ５ ： 運航上のリ

スク管理①②  

  実 地 講 習 １ ： 飛 行 計 画 、

リ ス ク 評 価 結 果 及 び 飛 行

環 境 の 確 認  

  実 地 講 習 ２ ： 機 体 の 状 況

、 操 縦 モ ー ド 、 バ ッ テ リ

ー の 確 認  

  実 地 講 習 ３ ： フ ェ ー ル セ

ー フ 機 能 の 適 切 な 設 定 、

飛 行 経 路 の 設 定 、 自 動 飛

行 の 設 定  

  実 地 講 習 ４ ： 基 本 操 縦 （

手 動 ） ① ② ③ ④ ⑤ ⑥  

  実 地 講 習 ５ ： 様 々 な 運 航

形 態 へ の 対 応  

  実 地 講 習 ６ ： 安 全 に 関 わ

る 操 作  

  実 地 講 習 ７ ： 緊 急 時 の 対

応 ① ②  

  実 地 講 習 ８ ： 飛 行 後 の 記

録 、 報 告 ① ②  

 



アカウントの開設



ドローン登録システム 操作マニュアル

アカウントの開設の流れ

アカウントの開設の開始

ドローン情報基盤システムの利用規約に同意する
アカウントを開設するページに進み、利用規約に同意します。

入力した情報を確認してアカウントを開設する

入力した情報に誤りが無い事を確認してアカウントを開設します。

アカウントの開設の完了

入力したメールアドレスにログインIDが通知されます。引き続き登録手続
き等の業務を行う場合はドローン情報基盤システムにログインします。

アカウントの開設に必要な情報を入力する
お名前や住所、連絡先等の必要な情報を入力します。

ドローン情報基盤システムを利用するた
めに必要なアカウントを開設します。

ドローン情報基盤システムを利用される方が「個人」の場合と
「企業・団体（法人）」の場合によって、入力する項目が異な
ります。

アカウント開設後の登録手続きを「個人」として行う場合は個
人のアカウントを、 「企業・団体（法人）」の場合は法人のア
カウントを開設してください。

なお、個人が申請手続きを行う際の本人確認の手段としてマイ
ナンバーカードがご利用頂けます。マイナンバーカードをご利
用頂くにはアカウントを開設する際にマイナンバーカードの情
報を読み取り、カードとドローン情報基盤システムを連携させ
ておく必要があります。

マイナンバーカードの券面情報を読み取る方法については「マ
イナンバーカードの券面情報を読み取る方法」のマニュアルを
ご確認ください。方法についてご確認頂けましたら、お手元に
マイナンバーカードをご準備のうえアカウントの開設にお進み
ください。

法人のアカウントを開設するには法人番号や代表者氏名の他に、
ドローン情報基盤システムを利用される担当者の方のお名前、
住所、部署名、電話番号、メールアドレス等が必要です。事前
にご準備をお願いいたします。

ドローン情報基盤システム 操作マニュアル



ドローン登録システム 操作マニュアル

アカウントの開設に必要なもの

個人 法人

アカウントを開設
する方の情報

• 氏名
• 住所
• 生年月日
• 電話番号
• メールアドレス

• 法人番号
• 企業・団体名
• 代表者氏名
• 本店又は主たる事務所の所在地
• 担当者氏名
• 担当者住所
• 担当者部署名
• 担当者電話番号
• 担当者メールアドレス

その他

※本人確認の手段と
してマイナンバー
カードを使用される
場合

• マイナンバーカード
• マイナンバーカードのICチップ内の券面
情報を読み取るためのカードリーダー又は
スマートフォン

ー

手続きで必要なものは個人や法人、手続きの内容、本人確認の手段によって異なります。
ご確認のうえ手続きにお進みください。

ドローン情報基盤システム 操作マニュアル



ドローン登録システム 操作マニュアル

アカウントの開設【ドローン情報基盤システムの利用規約に同意する】

DIPS2.0トップページの「ログイン・アカウント作
成」ボタンを押します。

個人のアカウントを開設する場合は「個人の方の
アカウント開設」ボタンを、法人のアカウントを
開設する場合は「企業・団体の方のアカウント開
設」ボタンを押します。

ドローン情報基盤システム 操作マニュアル

DIPS2.0トップページからアカウントを開設するページに進みます。



ドローン登録システム 操作マニュアル

アカウントの開設【ドローン情報基盤システムの利用規約に同意する】

次に利用規約のページが開きます。アカウントを
開設するには利用規約への同意が必要です。利用
規約をご確認のうえ、同意する場合はチェック
ボックスにチェックを付けて「次へ進む（理解し
ました）」ボタンを押します。

~ ~

ドローン情報基盤システム 操作マニュアル



ドローン登録システム 操作マニュアル

アカウントの開設【アカウントの開設に必要な情報を入力する】

アカウント開設のページで必要事項を入力します。必要事項を全て入力したら、「確認」ボタン
を押し、確認ページに進みます。

【個人のアカウントを開設する場合】

申請手続きの本人確認でマイナンバーカードを利用する場合は、必ず「マイナンバーカー
ド情報連携」ボタンを押して、マイナンバーカードの券面情報の読み取りをしてください。

「マイナンバーカード情報連携」ボタンを押すとカードの読み取りに進むためのダイアロ
グが開きます。ダイアログの説明に従ってマイナンバーカードの券面情報の読み取りに進
んでください。

マイナンバーカードの券面情報を読み取る方法については「マイナンバーカードの券面情
報を読み取る方法」のマニュアルをご確認ください。

【法人のアカウントを開設する場合】

法人番号や代表者氏名のほかドローン情報基盤システムを担当する方の担当者名、担当者
住所、担当者部署名、担当者電話番号、担当者メールアドレスを入力します。必ず連絡の
とれるメールアドレス、電話番号を入力してください。

なお、パスワードは以下の条件にて設定をお願いします。また、推察されやすい氏名や生
年月日などの組み合わせはお控え下さい。

・英字（A～Z・a～z）、数字（0～9）、記号（ + - * / = . , : ; ' ` @ ! #
$ % ? & | ~ ^ ( ) [ ] { } < >_ ）を使用し、8文字以上32文字以下の
パスワードを入力してください。

~ ~

必要事項を全て入力したら、「確認」ボタンを押し、確
認ページに進みます。

ドローン情報基盤システム 操作マニュアル
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アカウントの開設【入力した情報を確認してアカウントを開設する】

アカウントが開設されると、アカウント開設完了のページが開き、
設定したメールアドレスにログインIDが送付されます。パスワード
は通知されませんので、ご自身にて設定したパスワードを管理くだ
さい。

引き続き新規登録等の手続きを行うには、 DIPS2.0トップページから
ログイン頂く必要があります。

入力したアカウントの情報を確認し、間違いが無ければ「開設する」ボタンを押します。

ドローン情報基盤システム 操作マニュアル
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＜技能証明申請者番号申請編＞
01.技能証明申請者番号の
番号取得申請方法

技能証明申請者番号取得手続操作マニュアル
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01.はじめに（技能証明申請者番号の取得を希望する皆様へ）

 ドローン情報基盤システムでは、技能証明申請者番号の取得申請、属性情報変更、申請
取下げ、再申請、申請状況確認を行うことができます。

 このマニュアルには、ドローン情報基盤システムの操作方法を記載していますので、必
要な手続きを行う場合にご覧ください。

 より理解を深めるためには、このマニュアルと併せてドローン情報基盤システムに掲載
しているよくある質問のページをご覧ください。

https://www.uapc.dips.mlit.go.jp/contents/lic/question.html
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02.ドローン情報基盤システムの利用に当たっての留意事項

※リンクを押すと外部サイトが開きます。

 ドローン情報基盤システムの申請手続き中に60分以上操作を中断（何も操作しない状
態）されますと、手続きのやり直しが必要になります。これは、パソコンまたはスマー
トフォンから離れている間に悪意を持った第三者に画面を見られ、個人情報が漏洩する
リスクを下げるための保護機能です。

 各フォームに入力すべき情報や、入力の方法が分からない場合、フォームの項目名の隣
にある マークにマウスのポインターを合わせて頂くことで、フォームに入力すべき
情報や入力情報の説明を表示できます。（スマートフォン利用の場合は、タップいただ
くことで表示されます。）

 システムを使用中は、ブラウザの「戻る」ボタンや「更新」ボタン等、ブラウザのボタ
ンは、押さないでください。システムが、正常に動作しなくなる可能性があります。

 複数端末による同時ログインはシステムが正常に動作しなくなる恐れがあるため、実施
しないでください。

 無人航空機登録制度やレベル4実現に向けた新たな制度、その他の飛行のルール等は、
国土交通省のホームページをご覧ください。

https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html
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03.技能証明申請者番号の取得に必要なもの

各種情報 項目
申請者の情報 • 氏名

• 生年月日
• 電話番号
• メールアドレス
• 自宅/本人の住所
• 書類発送先の住所
• 顔写真※
※顔写真をアップロードされる際は、注意事項をご確認の上対応ください。

受講する機関 • 登録講習機関名
• 事務所コード

その他 • ドローン情報基盤システムのアカウント
• マイナンバーカード
• マイナンバーカードのICチップ内の券面情報を読み取るための

カードリーダー又はスマートフォン
• 運転免許証
• パスポート
• その他本人確認書類

技能証明申請者番号の取得には以下の情報を準備してください。

※マイナンバーカードを利用して本人確認を行った場合、申請者情報のうち、氏名、生年月日、
自宅/本人の住所については、マイナンバーカードの券面情報から取得した情報を自動反映する
ため、申請入力画面からの変更は不可となります。
変更されたい方は、事前にマイナンバーカードの情報を変更ください。

※本人確認の方法によって異なります。
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04.技能証明申請者番号取得のステップ

技能証明申請者番号の取得申請を開始

Step2：番号取得に進む
メインメニューで「技能証明申請者番号の取得」のボタンを選択します。

Step1：ドローン情報基盤システムにログインする
ログインID、パスワードを入力し、ドローン情報基盤システムに
ログインします。

Step5：登録講習機関情報を入力する
受講する登録講習機関の事務所情報を入力します。

Step7：申請情報を確認する
入力した情報を確認して取得申請を行います。

ドローン情報基盤システムで以下のステップで申請を実施しましょう。

Step3：本人確認を行う
マイナンバー/運転免許証又はパスポート（eKYC）/書類の郵送の
いずれか※を選択します。

Step4：申請者情報を入力する
氏名や住所等の技能証明申請者の情報を入力します。

Step6：その他情報を入力する
拒否に関する条件項目にチェックします。

Step8：到達確認をする
技能証明申請者番号の取得申請された方へ確認のメールが送付されるの
で、メールを開いて到達確認を行います。

※運転免許証又はパスポート（eKYC）/書類の郵送で本人確認を行った
場合、本人確認の審査が行われます。
技能証明申請者番号の申請状況確認方法をご確認ください。

技能証明申請者番号の取得申請が完了
航空局で申請内容の確認が行われ、確認が終了すると、メールアドレスに
通知されます。

https://www.uapc.dips.mlit.go.jp/contents/lic/preview/05.DIPS-Manual_LCA_JP_TrackingIDRequestForRenewal.pdf
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05.Step1：ドローン情報基盤システムにログインする（1/3）

ログインページで、アカウントを開設された際の
IDとパスワードを入力し、「ログイン」ボタンを
押します。

DIPS2.0トップページにアクセスします。
（https://www.ossportal.dips.mlit.go.jp/portal/top/）

ログインボタンを押します。

注意事項！
ログインをするにはドローン情報基盤システムのアカウ
ントが必要です。アカウントを開設されていない方は先
にアカウントの開設をしてください。
※ログインIDは英字3文字＋数字6文字のものです。
（例）ABC123456

https://www.ossportal.dips.mlit.go.jp/portal/top/
https://www.ossportal.dips.mlit.go.jp/portal/top/
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05.Step1：ドローン情報基盤システムにログインする（2/3）

ログインに成功すると、「ドローン情報基盤シス
テム2.0」のポータル画面の右上に登録されたア
カウントの氏名が表示されます。

画面をスクロールし、「航空法に基づく無人航空
機関係手続の一覧」にある、各種手続のボタンよ
り該当する手続へ進んでください。

各種手続のボタンは次頁をご確認ください。
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05.Step1：ドローン情報基盤システムにログインする（3/3）

「航空法に基づく無人航空機関係手続の一覧」にある、各種手続のボタンはこちらになります。
各種手続きのボタンを押すと、個別手続きのトップページに遷移します。
特定飛行を行う場合の手続 無人航空機の登録手続 無人航空機に関する事故発生時の手続 機体認証、技能証明の取得手続
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06.Step2：番号取得に進む

技能証明メニューのページで、「技能証明申請者
番号の取得」ボタンを押します。
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07.本人確認方法を選択する前にご確認ください

本人確認の方法は4種類ございます。
以下より利用する本人確認方法に合致する操作方法をご確認ください。
本人確認方法 操作方法

マイナンバーカード マイナンバーカードの券面情報を読み取ることでマイナンバーカード連携や本人確認を行います。
手続きに使用されるデバイスにより下記の読み取り方法があります。詳しい手順はそれぞれの説明ページをご確認ください。

• ICカードリーダーで読み取る（ICカードリーダー認証）
• スマートフォンで読み取る（2次元バーコード認証）

運転免許証を利用した
オンライン認証

「eKYC」というオンライン上で完結する本人確認方法です。
スマートフォンをお持ちの方のみ利用可能です。
手続き中の画面に2次元バーコードが表示されるので、スマートフォンのカメラ機能で２次元バーコードを読み込んで
いただき、画面に従い運転免許証の表面等の撮影を行ってください。
※eKYCの利用に当たっては、こちらをご確認ください。

パスポートを利用した
オンライン認証

「eKYC」というオンライン上で完結する本人確認方法です。
スマートフォンをお持ちの方のみ利用可能です。
手続き中の画面に2次元バーコードが表示されるので、スマートフォンのカメラ機能で２次元バーコードを読み込んで
いただき、画面に従いパスポートの身分事項ページ等の撮影を行ってください。
撮影が終了すると、申請者情報を入力するページが開きます。開いたページの「本人確認書類」の項目に、氏名と住所と生
年月日が分かる本人確認書類の画像をアップロードしてください。
※eKYCの利用に当たっては、こちらをご確認ください。

本人確認書類の郵送 本人確認を書類の郵送で行います。申請後に届くメールに本人確認書類の送付先が記載されておりますので、メールをご確
認のうえ本人確認書類を郵送で提出してください。
※本人確認書類を郵送されていない場合や提出に必要な書類が揃っていない場合は、その後の手続きを進めることができま
せん。
※本人確認書類の内容及び郵送先については、こちらをご確認ください。

※リンクを押すと外部サイトが開きます。

https://www.uapc.dips.mlit.go.jp/contents/common/preview/03.DIPS-Manual_COM_JP_HowToReadIndividualNumberCard.pdf
https://www.uapc.dips.mlit.go.jp/contents/common/preview/03.DIPS-Manual_COM_JP_HowToReadIndividualNumberCard.pdf
https://www.dips-reg.mlit.go.jp/contents/drs/preview/polarify.pdf
https://www.dips-reg.mlit.go.jp/contents/drs/preview/polarify.pdf
https://www.uapc.dips.mlit.go.jp/contents/lic/preview/DIPS-IdentityVerificationDocument.pdf
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08.Step3：本人確認を行う

本人確認方法を選択したら「次へ進む」ボタンを
押してください。
選択した本人確認方法に従って外部サイト又はア
プリが開きます。外部サイト又はアプリの説明に
従って本人確認をしてください。
手順については本人確認の方法のマニュアルにも
記載しています。

https://www.uapc.dips.mlit.go.jp/contents/common/preview/02.DIPS-Manual_COM_JP_IdentityVerificationMethods.pdf
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09.申請者情報を入力する前にご確認ください

顔写真は技能証明書カードの表記に利用します。
写真をアップロードする際は、以下の注意事項をご確認ください。

注意事項！
縦横比が縦3cm、横2.4cmのサイズを目安としてください。
2Mバイト以下の.jpg、.png形式で添付してください。
正面を向いて撮影されたものとしてください。
6か月以内に撮影されたものとしてください。
無帽としてください。
背景は無地（影を含む）としてください。
輪郭は露出しているものとしてください。
目の周辺に髪の毛、マスク、眼鏡、つけまつげ、まつげエクステ等の一部あるいはその陰が入らな
いようにしてください。
ピントが合っていないもの、画像加工されたもの、圧縮などでノイズ（画像の乱れ）が発生してい
るものなど不適当なものがあれば撮り直しをしていただくことがあります。
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10.Step4：申請者情報を入力する

申請者情報を入力します。

本人確認の方法でマイナンバーカードを選択した
場合は、氏名、生年月日、自宅/本人の住所には、
マイナンバーカードに登録されている情報が入力
されます。

パスポートによる本人確認を選択した場合は「本
人確認書類3」の項目に氏名、生年月日、自宅/本
人の住所が分かる本人確認書類をアップロードし
てください。

入力が完了したら「次へ」ボタンを押してくださ
い。

※本人確認方法で運転免許証又はパスポートを選択され
た場合、本人確認書類項目が表示されます。

~~
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11.Step5：登録講習機関情報を入力する（1/3）

登録講習機関情報を入力します。

受講する登録講習機関／登録更新講習機関の情報
の「選択」ボタンを押してください。

※受講する登録講習機関の情報は、最大で5件まで
登録できます。

※登録講習機関情報／登録更新講習機関は、登録し
なくても手続きを進めることができます。登録講習
機関で講習を受ける場合は、講習受講前までに事務
所コードを登録いただく必要があります。技能証明
申請者番号の取得後に、登録講習機関情報を登録す
る場合、属性情報変更申請を行ってください。



ドローン情報基盤システム 操作マニュアル

P.01-15

11.Step5：登録講習機関情報を入力する（2/3）

事務所コードを検索します。

受講する登録講習機関／登録更新講習機関の事務
所コード※を入力し、「検索」ボタンを押してく
ださい。

※受講する予定の登録講習機関／登録更新講習機関の事
務所コードを確認し、入力してください。

検索結果に表示された内容を確認し、よろしけれ
ば「確定」ボタンを押してください。
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11.Step5：登録講習機関情報を入力する（3/3）

登録講習機関情報を確認します。

受講する登録講習機関／登録更新講習機関の情報
でよろしければ、「次へ」ボタンを押してくださ
い。

T0052001
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12.Step6：その他情報を入力する

その他情報を選択します。

拒否に関する条件を選択します。

その他の情報（無人航空機技能証明書の取得履
歴）を選択します。

選択後、「次へ」を押してください。
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13.Step7：申請情報を確認する（1/2）

申請者/事務所情報/その他情報を確認します。

入力内容に誤りがある場合は各情報下部にある
「修正」ボタンを押して訂正してください。

入力内容に問題がなければ「取得申請」ボタンを
押してください。

~~
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13.Step7：申請情報を確認する（2/2）

登録したメールアドレスに確認用メールが送信さ
れる旨のダイアログが表示されるので、問題が無
ければ「 OK 」ボタンを押します。

「OK」ボタンを押すと、登録したメールアドレ
スに「各種手続き確認のお知らせ」メールが送信
されますので、メールをご確認ください。

注意事項！
到達確認が完了するまで申請の処理が保留になりますので、到達確認まで続けて操作してください。
到達確認メールのURLを押すまで、申請画面を閉じないでください。閉じた場合は、申請内容が破
棄されます。
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14.Step8：到達確認をする（1/2）

到達確認のメールを開き、メールの宛先を確認し
ます。宛先が申請者本人であり申請手続きを進め
ている場合は到達確認用のURLを押します。

メールのURLを押すとメールアドレスの認証が完
了しますので、認証完了と出ているブラウザを閉
じてください。
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14.Step8：到達確認をする（2/2）

メールアドレス認証が完了すると申請操作完了と
なります。

申請状況は申請状況一覧ページで確認できます。

注意事項！
本人確認で本人確認書類の郵送を選択された方は、申請が完了したら本人確認書類を指定の宛先に
郵送してください。本人確認書類の内容及び郵送先については、こちらをご確認ください。
本人確認書類を郵送されていない場合や提出に必要な書類が揃っていない場合は、その後の手続き
を進めることができません。

https://www.uapc.dips.mlit.go.jp/contents/lic/preview/DIPS-IdentityVerificationDocument.pdf


申込日

初学者 経験者 初学者 経験者

□基本 □基本 □基本 □基本

□限定変更

（目視内）

□限定変更

（目視内）

□限定変更

（目視内）

□限定変更

（目視内）

□限定変更

（昼間）

□限定変更

（昼間）

□限定変更

（昼間）

□限定変更

（昼間）

□限定変更

（25kg未満）

□限定変更

（25kg未満）

□限定変更

（25kg未満）

□限定変更

（25kg未満）

性別

（団体でお申し込みの方）

確認日：

確認日：

確認日：

 

　　　　　神奈川県立海洋科学高等学校　ドローンスクール

　　年　　月　　日

入学申請書

フリガナ

住所

氏名

二等 一等

男　・　女

　　　年　　月　　日　　才

受講コース

生年月日

技能証明申請者番号

MAIL: takahiro-harada@pen-kanagawa.ed.jp

〒240-0101　神奈川県横須賀市長坂1-2-1

TEL:046-856-3128

メールアドレス

メールアドレス

会社・団体名

電話番号

住所

備考（要望事項）

お申し込み先

その他事項

講習料金の免除 □無　□有（免除理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

本人確認方法

経験者確認書類

□免許証　□個人番号カード　□住民票　□その他（　　　　　　　）

□技能認定証　□飛行許可証　□その他（　　　　　　　　　　　　）

□無　□有（学科試験合格証明番号：　　　　　　　　　　　　　　）

電話番号

（スクール記入欄）

学科講習の免除

tel:046-856-3128
tel:046-856-3128
mailto:boundary@gmail.com
mailto:boundary@gmail.com
mailto:boundary@gmail.com
tel:046-856-3128

